
 
 
 

地域金融円滑化のための基本方針 
 

 

 高山信用金庫は、地域の中小企業および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発

展に寄与するため、以下の方針に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでまいります。 

 

１．取組み方針 
地域の中小企業および個人のお客様への安定した資金供給は、事業地域が限定された 

協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。 

私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、こ 

れまで同様、お客様の抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。 

 

２．金融円滑化措置の円滑な実施に向けた体制整備 
   当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な体制整備を図っておりま

す。 

 

■本部の体制（平成２１年１２月２９日） 

【金融円滑化委員会の設置】  

   常務理事総合企画部長を金融円滑化責任者とした、金融円滑化委員会を設置し、金融円滑化の積極

的な推進を図り、その実効性を高めるための体制整備を行ないます。 

 

構 成  金融円滑化管理責任者   常務理事総合企画部長 

       金融円滑化管理副責任者  専務理事融資部長 

     委員                     監査部長 業務推進課長  資産査定課長  

コンプライアンス課長 管理課長  監査課長  

 融資課長  中小企業経営支援室室長 総務課長 

総合企画課調査役 中小企業経営支援室調査役 

 

【本部における相談窓口および苦情相談窓口の設置】 

  返済条件の見直し等の各種相談について、お取引頂いております店舗以外に、本部に 

相談窓口を設置し、お客様からのご相談・ご要望・苦情をお受けする体制を強化いたし 

ます。 

 

 

【経営相談・経営支援の強化】 

  中小企業経営支援室内に設置した経営改善支援グループを中心に、お客さまの経営実 
態に応じて経営相談、およびお客さまの経営改善に向けた取組みに対する適切な支援等に努めます。 

 

 

 

 



■営業店の体制 

【営業店における相談窓口および苦情相談窓口の設置】 

各営業店の部店長を金融円滑化責任者、融資担当者を金融円滑化担当者、コンプライアンス担当者

を苦情相談窓口担当者とし、事業性資金、住宅ローンをご利用のお客様からの「ご返済条件の見直し」

「資金繰りの安定」等に関するご相談・ご要望および苦情に対して、迅速かつ柔軟な対応が出来るよ

う体制整備を行ないます。 

 

 

３．他の金融機関等との緊密な連携 
複数の金融機関から借入れをされているお客さまより、貸付条件の変更等の申し出があった場合な

ど、他の金融機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、

お客様の同意を得たうえで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら

地域金融の円滑化に努めてまいります。 

 

※ なお、お客さまからの貸付条件の変更等に関するご相談・ご要望・苦情は次の相談窓口で承ります。 

 

 

【ご相談窓口】   

総合企画部  総合企画課  

電 話 番 号     ０８００－２００－７１２２ （通話料は当金庫が負担いたします） 

お問合せ時間      平日９：００ ～１７：００ 

メールアドレス     s1532003@facetoface.ne.jp

 

 

【ご要望・苦情相談窓口】 

総務部 コンプライアンス課  

電 話 番 号     ０８００－２００－１１５２  （通話料は当金庫が負担いたします） 

お問合せ時間      平日９：００ ～１７：００ 

 

  

以 上 
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第５　法第４条に基づく措置の実施状況 金融機関名　　 高山信用金庫

　（別表１）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 金融機関コード　　 1532

　〔債務者が中小企業者である場合〕 業態　　 信用金庫

地域　　 東海

（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

1,912 7,210 12,088 17,751 23,447 27,620

1,727 6,282 10,625 15,367 20,312 23,894

896 4,806 8,032 13,464 18,039 21,758

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 0 0 0 0

0 254 626 689 913 983

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 0 0 0 0

813 990 1,723 536 682 474

17 230 242 676 677 677

184 928 1,463 2,383 3,134 3,726

60 472 905 1,816 2,423 3,164

0 0 243 293 319 339

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨
の判断を示した貸付債権の額

0 0 91 91 99 118

123 455 253 212 320 148

0 1 60 61 70 73

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸
付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権
の額

うち、実行に係る貸付債権の額



第５　法第４条に基づく措置の実施状況 金融機関名　　 高山信用金庫

　（別表２）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 金融機関コード　　 1532

　〔債務者が中小企業者である場合〕 業態　　 信用金庫

地域　　 東海

（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

107 452 712 1008 1314 1572

88 358 545 755 982 1175

63 289 479 693 904 1113

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の数 0 0 0 0 0 0

0 6 15 17 20 23

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の数 0 0 0 0 0 0

24 53 39 27 39 20

1 10 12 18 19 19

19 94 167 253 332 397

7 54 115 202 275 342

0 0 15 18 20 22

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する
旨の判断を示した貸付債権の数 0 0 4 4 5 7

12 38 26 21 21 15

0 2 11 12 16 18

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債
権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった
貸付債権の数



第５　法第４条に基づく措置の実施状況 金融機関名　　 高山信用金庫

　（別表３）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 金融機関コード　　 1532

　〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕 業態　　 信用金庫

地域　　 東海

（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

591 1,214 3,443 3,485 4,019 4,634

71 769 2,316 3,157 3,360 4,080

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権の
額 0 0 0 0 0 0

0 222 313 313 323 323

うち、他の金融機関により法の施行日以
後になされた貸付けの条件の変更等の実
行を認識していた場合の貸付債権の額 0 37 37 37 47 47

520 223 813 14 336 230

0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった
貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても
法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが
行われたことを確認することができた者から、貸付けの
条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額



第５　法第４条に基づく措置の実施状況 金融機関名　　 高山信用金庫

　（別表４）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 金融機関コード　　 1532

　〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕 業態　　 信用金庫

地域　　 東海

（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

13 38 73 82 102 120

2 18 58 71 83 104

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権の
数 0 0 0 0 0 0

0 5 7 7 8 8

うち、他の金融機関により法の施行日以
後になされた貸付けの条件の変更等の実
行を認識していた場合の貸付債権の数 0 4 4 4 5 5

11 15 8 4 11 8

0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった
貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても
法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが
行われたことを確認することができた者から、貸付けの
条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数



第６　法第５条に基づく措置の実施状況 金融機関名　　 高山信用金庫

　（別表７）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 金融機関コード　　 1532

　〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 業態　　 信用金庫

地域　　 東海

（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

98 412 795 1,078 1,331 1,655

うち、実行に係る貸付債権の額

5 218 571 783 1,042 1,224

うち、謝絶に係る貸付債権の額

0 12 44 55 105 177

うち、審査中の貸付債権の額

92 181 104 136 79 144

うち、取下げに係る貸付債権の額

0 0 74 103 103 109

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付
債権の額



第６　法第５条に基づく措置の実施状況 金融機関名　　 高山信用金庫

　（別表８）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 金融機関コード　　 1532

　〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 業態　　 信用金庫

地域　　 東海

（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

8 36 66 91 110 128

うち、実行に係る貸付債権の数

1 18 41 62 81 92

うち、謝絶に係る貸付債権の数

0 3 7 9 12 18

うち、審査中の貸付債権の数

7 15 11 10 7 7

うち、取下げに係る貸付債権の数

0 0 7 10 10 11

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付
債権の数
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